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   加賀市建設工事共同企業体取扱基準 平成17年10月１日 目次  第１章 総則（第１条・第２条）  第２章 特定建設工事共同企業体（第３条―第８条）  第３章 経常共同企業体（第９条―第14条）  第４章 参加資格（第15条―第18条）  第５章 指名及び契約（第19条―第21条）  第６章 雑則（第22条）  附則    第１章 総則  （趣旨） 第１条 この基準は、市が発注する建設工事（以下「工事」という。）の共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。  （共同企業体の区分） 第２条 共同企業体は、特定建設工事共同企業体と経常共同企業体に区分し、それぞれの性格、対象工事、構成、出資比率、代表者要件及び資格要件については、次章及び第３章に定めるところによる。    第２章 特定建設工事共同企業体  （性格） 第３条 特定建設工事共同企業体（以下「特定企業体」という。）は、大規模かつ技術的難度の高い工事の施行に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施行を確保するため、市が共同施行を必要と認める工事ごとに結成する共同企業体とする。  （対象工事） 第４条 特定企業体に発注することができる工事は、次に掲げる工事とする。  (１) 設計金額がおおむね1億5,000万円以上の土木工事  (２) 設計金額がおおむね1億5,000万円以上の建築工事  (３) 設計金額がおおむね１億円以上の設備工事 ２ 前項の規定にかかわらず、工事の内容等に照らし、特定企業体による工事が効果的かつ円滑な施行を確保できると認める工事については、特定企業体に発注す
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ることができるものとする。  （構成） 第５条 特定企業体は、２ないし３業者において自立結成するものとし、その資格要件はそれぞれの工事の発注の都度定めるものとする。ただし、工事の内容等により３ないし７業者以内とすることができるものとする。  （出資比率） 第６条 構成員の出資比率は、構成員数により最小限度基準を次のとおりとする。  (１) ２構成員の場合   30パーセント以上  (２) ３構成員の場合   20パーセント以上  (３) ４構成員の場合   15パーセント以上  (４) ５構成員以上の場合 10パーセント以上  （代表者の決定） 第７条 代表者は、次に掲げる要件を満たす者とする。  (１) 構成員中最も大きな平均完成工事高を有する者であること。  (２) 出資比率が、構成員中最も大きな者であること。  （出資要件） 第８条 すべての構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。  (１) 市の競争参加資格名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者であること。  (２) 対象工事の発注工種に対する業種について、建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第３条の許可を有しての営業年数が３年以上であること。  (３) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として施工した実績があり、対象工事と同種の工事を施行した経験があること。  (４) 対象工事を施行し得る監理技術者又は主任技術者で国家資格を有するものが存し、工事現場ごとに専任で配置し得ること。    第３章 経常共同企業体  （性格） 第９条 経常共同企業体（以下「経常企業体」という。）は、中小・中堅建設業者（資本の額又は出資の総額が20億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が1,500人以下の会社及び個人をいう。）が、継続的な協業関係を確保することにより
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その経営力、施工力を強化する目的で結成する共同企業体とする。  （対象工事） 第１０条 経常企業体に発注することができる工事は、当該企業体の同一業種であって、第４条第１項各号に規定する工事金額によらないものとする。  （構成） 第１１条 経常企業体は、次により自主結成するものとする。  (１) 経常企業体の構成員は、２ないし３業者とする。  (２) 経常企業体の構成員は、市の競争入札参加資格審査及び契約事務取扱要綱（以下「契事要綱」という。）で規定する格付が同一等級に属する者、直近等級に属する者又は直近２等級までに属する者で構成するものとする。  (３) １の構成員が同一業種において結成することができる経常企業体の数は１とする。  (４) ２以上の業種を有する構成員が結成することができる経常企業体の数は２までとし、業種は重複しないものとする。  （出資比率） 第１２条 構成員の出資比率は、第６条の規定を準用する。  （代表者の決定） 第１３条 代表者は、構成員において自主的に決定されたものとする。  （資格要件） 第１４条 すべての構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。  (１) 市の資格者名簿に登載されている者であること。  (２) 経常企業体の業種について、法第３条の許可を有しての営業年数が３年以上あること。  (３) 経常企業体の業種について、原則として、市発注工事を元請として施工した実績を有すること。  (４) 対象工事を施行し得る監理技術者又は主任技術者で国家資格を有するものが存し、工事現場ごとに専任で配置し得ること。    第４章 参加資格  （特定企業体の資格審査申請書等） 第１５条 市長は、工事を特定企業体に発注しようとするときは、あらかじめ資格要件を定め、市広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければな
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らない。 ２ 資格審査の申請をしようとする者は、前項の公告をした日から起算して７日以内に関係書類を添えて、建設工事共同企業体入札参加資格申請書（以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 ３ 市長が特に認めたときは、第１項の規定にかかわらず公告を省略することができるものとする。この場合において、申請書の提出期限については、その都度定めるものとする。  （経常企業体の資格申請書等） 第１６条 経常企業体を結成しようとする者は、毎年３月１日から３月10日までの期間内に関係書類を添えて、申請書を市長に提出しなければならない。  （入札参加資格審査） 第１７条 市長は、前２条の申請があったときは、速やかに審査を行うものとする。 ２ 前項の審査により適格と判断された特定企業体は、市の資格者名簿に登載されたものとみなす。また、経常企業体にあっては、資格者名簿に登載されるものとする。  （資格の有効期間） 第１８条 共同企業体（特定企業体及び経常企業体をいう。以下同じ。）の有効期間は、共同企業体の区分に応じ、次のとおりとする。  (１) 特定企業体については、当該工事の完成後６箇月を経過するまで資格を有するものとする。ただし、当該工事を請け負うことができなかったときは、当該工事の請負契約が締結された日をもって終了するものとする。  (２) 経常企業体については、当該年度限りとする。ただし、当該工事が年度を超えて施行されるときは、当該工事に係る共同企業体として工事の完成まで資格を有するものとする。 ２ 共同企業体は、前項に定める資格の有効期間内は当該資格を取下げることができない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。    第５章 指名及び契約  （指名） 第１９条 共同企業体の指名は、共同企業体の区分に応じ、次のとおりとする。  (１) 特定企業体については、契約担当課長が資格者名簿から推薦し、加賀市請負等業者選考委員会が適当と認めた特定企業体を指名する。 
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 (２) 経常企業体については、単体企業の取扱いにより契事要綱の規定を適用し指名するものとする。 (３) 経常企業体の資格の有効期間内は、当該経常企業体の構成員は、指名しないものとする。ただし、第18条第１項第２号ただし書の規定が適用される期間については、この限りでない。  （契約方法） 第２０条 対象工事を共同企業体に発注する場合は、競争入札の方法により行うものとする。ただし、既に施行中の対象工事に関連し、かつ、当該対象工事を施行中の共同企業体に新に発注する必要があると認める工事であって、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項に規定する随意契約（以下「随意契約」という。）によって発注することが適切な工事については、随意契約の方法により行うことができるものとする。  （行為の相手方） 第２１条 共同企業体に対する行為は、すべて当該共同企業体の代表者を相手方とする。    第６章 雑則  （その他） 第２２条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。    附 則  この基準は、平成17年10月１日から施行する。    附 則  この基準は、平成19年５月１日から施行する。 


